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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月8日(2019.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスシナリオマッチング方法であって：
　異なるシナリオに対応するアクセスユーザのユーザ特性及びマッチさせるプロダクトの
マッチング特性を取得するステップと；
　前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性に基づいて、各シナリオのユーザ特
性マッピング値を計算するステップと；
　前記ユーザ特性マッピング値に従って、前記マッチさせるプロダクトのサービスシナリ
オを選択するステップと；を備える、
　サービスシナリオマッチング方法。
【請求項２】
　異なるシナリオに対応するアクセスユーザのユーザ特性を取得する前記ステップは、ア
クセス記録及び／又は登録情報から、異なるシナリオに対応する前記アクセスユーザの前
記ユーザ特性を取得するステップを備える、
　請求項１に記載のサービスシナリオマッチング方法。
【請求項３】
　マッチさせるプロダクトのマッチング特性を取得する前記ステップは、所定の選択に従
って、前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性を決定するステップを備える、
　請求項１に記載のサービスシナリオマッチング方法。
【請求項４】
　前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性に基づいて、各シナリオのユーザ特
性マッピング値を計算する前記ステップは：
　同じ基準に従って、異なるシナリオに対応する前記アクセスユーザの前記ユーザ特性の
中で、前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性に対応する第１のユーザ特性を
定量化するステップと；
　同じマッピングルールに基づいて、異なるシナリオの前記第１のユーザ特性の前記ユー
ザ特性マッピング値を得るステップと；を備える、
　請求項１に記載のサービスシナリオマッチング方法。
【請求項５】
　前記ユーザ特性マッピング値に従って、前記マッチさせるプロダクトのサービスシナリ
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オを選択する前記ステップは：
　低いユーザ特性マッピング値を有するシナリオを前記マッチさせるプロダクトの前記サ
ービスシナリオとして選択するステップ；又は、
　高いユーザ特性マッピング値を有するシナリオを前記マッチさせるプロダクトの前記サ
ービスシナリオとして選択するステップ；を備える、
　請求項１に記載のサービスシナリオマッチング方法。
【請求項６】
　マッチさせるプロダクトのマッチング特性を取得する前記ステップは、機械学習法を用
いることによって、前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性を取得するステッ
プを備える、
　請求項１に記載のサービスシナリオマッチング方法。
【請求項７】
　各シナリオのユーザ特性マッピング値を計算する前記ステップは：
　機械学習法を用いることによって、第１のマッピング方法を得るステップと；
　前記第１のマッピング方法を用いることによって、各シナリオの前記ユーザ特性マッピ
ング値を計算するステップと；を備える、
　請求項１に記載のサービスシナリオマッチング方法。
【請求項８】
　前記機械学習法は、ロジスティック回帰アルゴリズム、ＧＢＤＴアルゴリズム、決定木
アルゴリズム、及びディープラーニングアルゴリズムのうちの少なくとも１つを備える、
　請求項６又は７に記載のサービスシナリオマッチング方法。
【請求項９】
　サービスシナリオマッチングシステムであって：
　異なるシナリオに対応するアクセスユーザのユーザ特性及びマッチさせるプロダクトの
マッチング特性を取得するよう構成された取得ユニットと；
　前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性に基づいて、各シナリオのユーザ特
性マッピング値を計算するよう構成された計算ユニットと；
　前記ユーザ特性マッピング値に従って、前記マッチさせるプロダクトのサービスシナリ
オを選択するよう構成された選択ユニットと；を備える、
　サービスシナリオマッチングシステム。
【請求項１０】
　前記取得ユニットは、アクセス記録及び／又は登録情報から、異なるシナリオに対応す
る前記アクセスユーザの前記ユーザ特性を取得するよう構成された第１の取得ユニットを
備える、
　請求項９に記載のサービスシナリオマッチングシステム。
【請求項１１】
　前記取得ユニットは、所定の選択に従って、前記マッチさせるプロダクトの前記マッチ
ング特性を決定するよう構成された第２の取得ユニットを備える、
　請求項９に記載のサービスシナリオマッチングシステム。
【請求項１２】
　前記計算ユニットは：
　同じ基準に従って、異なるシナリオに対応する前記アクセスユーザの前記ユーザ特性の
中で、前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性に対応する第１のユーザ特性を
定量化するよう構成された定量化ユニットと；
　同じマッピングルールに基づいて、異なるシナリオの前記第１のユーザ特性の前記ユー
ザ特性マッピング値を得るよう構成されたマッピングユニットと；を備える、
　請求項９に記載のサービスシナリオマッチングシステム。
【請求項１３】
　前記選択ユニットは、低いユーザ特性マッピング値を有するシナリオを前記マッチさせ
るプロダクトの前記サービスシナリオとして選択する、又は、高いユーザ特性マッピング
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値を有するシナリオを前記マッチさせるプロダクトの前記サービスシナリオとして選択す
る、
　請求項９に記載のサービスシナリオマッチングシステム。
【請求項１４】
　前記取得ユニットによってマッチさせるプロダクトのマッチング特性を取得することは
、機械学習法を用いることによって、前記マッチさせるプロダクトの前記マッチング特性
を取得することを含む、
　請求項９に記載のサービスシナリオマッチングシステム。
【請求項１５】
　前記マッピングユニットは：
　機械学習法を用いることによって、第１のマッピング方法を得るよう構成されたマッピ
ング方法獲得ユニットと；
　前記第１のマッピング方法を用いることによって、各シナリオの前記ユーザ特性マッピ
ング値を計算するよう構成された特性値計算ユニットと；を備える、
　請求項１２に記載のサービスシナリオマッチングシステム。
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